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午前 10時 00分開会 

○議長 辻本 一夫君 

おはようございます。 

ただいま出席議員は１２名で、会議は成立いたします。よって、ただいまから令和４年第２回

芦屋町議会臨時会を開会いたします。 

それでは、御手元に配付しております議事日程に従って会議を進めてまいります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会期の決定について 

○議長 辻本 一夫君 

まず日程第１、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。本臨時会の会期は本日１日限りにしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会議録署名議員の指名について 

○議長 辻本 一夫君 

次に日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

署名議員については、芦屋町議会会議規則第１２７条の規定により、４番、萩原議員と９番、

小田議員を指名しますので、よろしくお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長 辻本 一夫君 

お諮りします。日程第３、議案第４９号及び日程第４、報告第１２号の各議案については、こ

の際一括議題として上程し、町長に提案理由の説明を求めたいと思いますが、御異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

町長に提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長 波多野 茂丸君 

皆さん、おはようございます。 

それでは、本日提案いたしております議案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 
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まずは補正予算議案でございます。 

議案第４９号の令和４年度芦屋町一般会計補正予算（第５号）につきましては、歳入歳出それ

ぞれ１億９００万円を増額計上するものでございます。歳入につきましては、電力・ガス・食料

品等価格高騰緊急支援給付金事業に係る国庫補助金を計上したほか、財政調整基金繰入金を増額

計上するものでございます。歳出につきましては、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付

金事業に係る費用を計上するものでございます。 

最後に報告案件でございます。 

報告第１２号の専決処分事項の報告につきましては、所得制限外住宅の住宅使用料等滞納者に

対し、住宅等の明渡し及び未払い住宅使用料等の支払いを求める訴えを提起したことについて、

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分をしたので、同条第２項の規定により議会に

報告するものでございます。 

以上、簡単ではありますが提案理由の説明を終わります。 

なお、詳細につきましては質疑の折に御説明いたしますので、よろしく御審議くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長 辻本 一夫君 

以上で提案理由の説明は終わりました。 

ただいまから質疑を行います。 

まず日程第３、議案第４９号についての質疑を許します。ありませんか。本田議員。 

○議員 ６番 本田  浩君 

皆様、おはようございます。６番、本田です。 

日程第３、議案第４９号、令和４年度芦屋町一般会計補正予算（第５号）について、芦屋町一

般会計予算書７ページの３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、１９節の扶助費１

億５００万円について、内容をお尋ねいたします。 

○議長 辻本 一夫君 

執行部の答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長 智田 寛俊君 

それではお答えいたします。 

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世

帯、令和４年度の市町村民税（均等割）が非課税の世帯及び家計急変世帯に対し、１世帯当たり

５万円を支給するものです。 

以上です。 

○議長 辻本 一夫君 
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本田議員。 

○議員 ６番 本田  浩君 

今お伺いしました内容なんですけども、申請方法でありますとか支給の時期とか、あるいは手

続が必要となるのかをお尋ねいたします。 

○議長 辻本 一夫君 

福祉課長。 

○福祉課長 智田 寛俊君 

基本的に申請方法につきましては、基本的には令和３年度と令和４年度に実施されました非課

税世帯等臨時特別給付金事業と同様の申請の流れとなっております。町が抽出した対象者に対し

まして、確認書を発送いたします。確認書には前回給付した口座情報等が記載されておりますの

で、その内容を確認していただきまして、内容に間違いなければ確認書を町に返送していただく

ことが手続となります。ただし、令和４年度非課税世帯給付金の給付を受けたもので、令和４年

６月２日～９月３０日までにおいて、世帯員において転入者がいない場合かつ登録口座に変更が

ない場合は確認書の提出を要さず給付することができることになっております。対象者となる方

には、確認書の送付なしに支給することが可能となっております。 

なお、確認書は送付しませんが、受給の意思を確認するお知らせは対象者の方に送付すること

となります。これは令和４年度の方が対象でございまして、令和３年度非課税世帯給付金の受給

者は対象外となります。ですので、対象となる方は全体で２，０００人程度を予定しておるんで

すが、２００人程度が確認書なく給付できるということになります。ということで、確認書が必

要な方は１，８００人程度おられるものというふうに想定しております。 

続いて、支給期間については確認書の発送を１１月下旬に予定しております。申請期限につい

ては令和５年１月３１日までです。 

以上です。 

○議長 辻本 一夫君 

本田議員。 

○議員 ６番 本田  浩君 

内閣府のホームページを見てみますと家計の急変世帯というものが記載されておりますが、具

体的にどういった内容なのかについてお尋ねしたいと思います。 

○議長 辻本 一夫君 

福祉課長。 

○福祉課長 智田 寛俊君 

家計急変世帯とは、令和３年度の収入に基づきまして令和４年度の住民税が課税となっておる
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世帯が、令和４年１月以降に予期せぬ事態により収入が減少し、非課税世帯と同様の収入状況に

なった世帯のことを言います。こちらの世帯については、収入が減ったということが福祉課では

分かりませんので、対象となる世帯の方に町へ申請していただくことになります。 

以上です。 

○議長 辻本 一夫君 

そのほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、議案第４９号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第４、報告第１２号についての質疑を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、報告第１２号についての質疑を打ち切ります。 

以上で質疑を終わります。 

お諮りします。日程第３、議案第４９号については、別紙のとおり、それぞれの委員会に審査

を付託したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

午前 10時 10分休憩 

……………………………………………………………………………………… 

午前 10時 40分再開 

○議長 辻本 一夫君 

再開します。 

お諮りします。日程第３、議案第４９号については、それぞれの委員会に審査を付託しており

ましたので、これを一括して議題とし、それぞれの審査結果の報告を求めたいと思いますが、御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

まず、総務財政委員長に審査結果の報告を求めます。総務財政委員長。 



- 5 - 

○総務財政常任委員会委員長 横尾 武志君 

報告第１３号、芦屋町議会議長、辻本一夫殿、総務財政常任委員会委員長、横尾武志。 

総務財政常任委員会審査結果報告書。本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり

決定したので、会議規則第７７条の規定により報告します。 

記 

議案第４９号、令和４年度芦屋町一般会計補正予算（第５号）、満場一致であります。 

以上です。 

○議長 辻本 一夫君 

次に、民生文教委員長に審査結果の報告を求めます。民生文教委員長。 

○民生文教常任委員会委員長 松岡  泉君 

それでは報告いたします。 

芦屋町議会議長、辻本一夫殿、民生文教常任委員会委員長、松岡泉。 

民生文教常任委員会審査結果について、本委員会に付託されました事件は、審査の結果が決定

しましたので、会議規則第７７条の規定により報告します。 

議案第４９号、満場一致、原案可決でございます。 

報告を終わります。 

○議長 辻本 一夫君 

以上で報告は終わりました。 

ただいまから、それぞれの審査結果の報告について質疑を行います。 

まず、総務財政委員長に対する質疑を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、総務財政委員長に対する質疑を打ち切ります。 

次に、民生文教委員長に対する質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、民生文教委員長に対する質疑を打ち切ります。 

以上で質疑を終わります。 

ただいまから討論及び採決を行います。 

日程第３、議案第４９号についての討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 
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ないようですから、討論を終わります。 

ただいまから採決を行います。 

お諮りします。日程第３、議案第４９号について、委員長報告のとおり原案を可決することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 辻本 一夫君 

満場一致であります。よって、議案第４９号は原案を可決することに決定いたしました。 

以上で、討論及び採決を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長 辻本 一夫君 

以上で、本日の議事は全て終了いたしました。 

これをもって本日の会議を閉じ、併せて令和４年第２回芦屋町議会臨時会を閉会いたします。 

お疲れさまでございました。 

午前 10時 43分閉会 
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